
予定建築物の用途は制限用途か？

制限用途と は非自己用住宅並びに高齢者、 障害者、 乳幼児
その他の特に防災上の配慮を要する人が利用する施設

（ 具体例は審査基準2-4参照）

区画形質の変更があるか？

※区画形質の変更の定義は都市計画法の開発許可に準じる

特定開発許可必要

※都市計画法の開発許可に該当する場合は同時申請

建築物の位置を、 特別警戒区域外に配置す
るよ う 計画変更出来るか？

※建築物の位置と は建築物の外壁で囲まれた部分の
水平投影面の土地（ 審査基準P2-7参照）

特定予定建築物の建築敷地（ 又は特定開発
区域） が、 特別警戒区域に入っているか？

特定開発許可
不要

No

No

Yes

No

この場合、 土砂法
第24条の対象と なる

Yes又は用途未確定
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Yes
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〇特定開発許可の要否判断フロー
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